※（留意点）の欄は申請書作成において、赤枠は削除してください。
· 本様式は、令41条非該当施設を想定しています





文  書  番  号
年    月    日

原子力規制委員会　殿


                       　　　　　　　住所　
                                     氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）



核燃料物質の使用に係る廃止措置計画認可申請書



[bookmark: OLE_LINK4]核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５７条の５第２項の規定に基づき、別紙のとおり、核燃料物質の使用に係る廃止措置の計画の認可を申請します。









別　紙
 
１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名（留意点）
最新の許可内容に基づき、氏名又は名称、住所、代表者の氏名を記入してください。

氏名又は名称：株式会社〇〇
住　　　　所：〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
代表者の氏名：代表取締役社長 規制 太郎

２．工場又は事業所の名称及び所在地（留意点）
最新の許可内容に基づき、工場又は事業所の名称、所在地を記入してください。

工場又は事業所の名称：株式会社〇〇 ○○研究所
工場又は事業所の所在地：△△県△△市△△町△△

３．廃止措置対象施設及びその敷地
３．１　廃止措置対象施設：
（留意点）
許可内容に基づき、許可を受けている全ての施設（使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設）が対象になることを記載してください。




３．２　敷地：
（留意点）
最新の許可内容に基づき、廃止措置対象施設の位置関係が分かるように記載してください。
例：廃止措置対象施設は、〇〇研究所敷地の南東部に位置する（添付資料２のとおり）。
また、敷地図面を添付してください。（後述の添付資料２を参照）







４．廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法（留意点）
以降は、「令第41条非該当使用施設等の廃止措置計画の審査基準（令和３年12月15日　原子力規制委員会）」を参考に記載してください。

４．１　解体の対象となる施設

４．２　解体の方法

５．性能維持施設
　　
６．性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
　　
７．核燃料物質の管理及び譲渡し
　　
８．核燃料物質による汚染の除去
　　
９．核燃料物質等の廃棄
　　
１０．廃止措置の工程
　　
１１．廃止措置に係る品質管理


【添付書類】

添付書類１（使用規則第６条の３第２項第２号関係）
既に使用施設における核燃料物質の使用が終了していることを明らかにする資料
（留意点）
以下の記載例を参考に、添付資料を作成してください。
①使用許可申請の「使用の目的」において、使用の終了が明らかになっており、貯蔵施設及び／又は廃棄施設において核燃料物質等の保管管理のみを行っている使用者の場合

（記載例）
〇年〇月〇日付け原規規発第0000000号の使用（変更）許可のとおり、核燃料物質を使用する研究活動は終了しており、既に核燃料物質は使用しておらず、また今後も使用する予定はない。核燃料物質は、▲▲室において保管管理のみ行っている（添付）。

②使用許可申請において、核燃料物質を使用する「使用の目的」が残っているが、実態として当該核燃料物質の使用は終了しており、貯蔵施設及び／又は廃棄施設において核燃料物質等の保管管理のみを行っている使用者の場合（核燃料物質等の譲渡し先が決まり次第、廃止措置の実施を見込む場合）

（記載例）
〇年〇月〇日をもって核燃料物質を使用する研究活動は終了し、既に核燃料物質は使用しておらず、また今度も使用する予定はない。核燃料物質は▲▲室において保管管理のみ行っている。




















添付書類２（使用規則第６条の３第２項第３号関係）
廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図（留意点）
・最新の許可内容を踏まえ、敷地図及び各施設の平面図を添付してください。
なお、管理区域の解除に伴い周辺監視区域を縮小する場合、周辺監視区域の縮小後の周辺監視区域境界における線量評価結果を添付してください。
・廃止措置に係る工事作業区域について、平面図において示してください。








添付書類３（使用規則第６条の３第２項第６号関係）
　核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
（留意点）
・廃止措置対象施設に残存する放射性物質の種類、数量及び分布について、これまでの使用履歴等を踏まえ、核燃料物質による汚染の分布とその評価方法について記載してください。





添付書類４（規則第６条の３第２項第７号関係）
　性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
（留意点）
・「５．性能維持施設」に記載した性能維持施設及びその性能について、施設及び廃止措置の段階ごとに、その性能を維持すべき期間を説明してください。





添付書類５（使用規則第６条の３第２項第９号関係）
　廃止措置の実施体制に関する説明書
（留意点）
・廃止措置の実施体制について記載してください。最新の許可内容に記載されている保安管理体制から変更のない場合は、最新の許可における保安管理体制を説明した上で、この体制を維持する旨を記載してください。

